
令和５年度第２回（通算第７回）入間市学校統合委員会（西武地区中学校） 

 

次    第 

 

日時 令和５年８月２２日（火） 

午後７時００分～ 

会場 西武地区センター（西武公民館） 

２階大会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）提言（統合後の制服、校章）について 

 

（２）学校に設ける設備について 

 

（３）その他 

  ・バス時刻表の変更について 

  ・小・中学校の登校時間の変更について 

  ・高校生の電動キックボードの取扱いについて 

・西武中学校及び野田中学校の事前交流について 

・中橋通り歩道拡幅に関する必要項目及びスケジュールイメージについて 

 

３ その他 

  ・次回委員会 

開 催 日：令和５年１０月  日（  ） 午後７時００分から 

開催場所：                         

 

４ 閉会 



令和５年 月  日  

 

入間市教育委員会 

教育長 中 田  一 平  様 

入間市学校統合委員会（西武地区中学校）  

委員長  幡 野  敏 彦        

 

入間市学校統合委員会（西武地区中学校）の「統合後の学校の制服・校章」の協議結果に

ついて（報告） 

 

当委員会は、市の公共施設マネジメント事業計画に基づく、西武地区の中学校の統合にあたり、

課題となる項目について、地域住民及び学校関係者の意見を聴取し、令和４年７月の第１回委員

会より、計７回の協議を重ねてまいりました。 

課題項目のうち、統合後の学校の制服と校章について、意見をとりまとめましたので、報告い

たします。 

 

１ 協議の結果 

（１）制服について 

次の意見を取り入れた、新たな制服を作っていただきたいこと。 

安価であること。軽量であること。機能的であること。デザインが良いこと。 

（２）校章について 

新たな校章を作っていただきたいこと。 

 

２ 理由 

（１）制服について 

・ 従来の制服よりも安価で機能的など、時代に合わせた、購入しやすい制服とするべき

と考えるため。 

（２）校章について 

・ 新設校としてのスタートにふさわしいイメージの校章を、新たに作ることが望ましい

と考えるため。 

案 

資料１ 

令和５年８月２２日 



２．学校に設ける設備について 

〇 検討に際して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 学校に設ける設備 

 

  事例 

・コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の活動を行うための会議室設置など 

  ・災害時の防災拠点となるため、体育館へのエアコン設置や防災倉庫の設置など 

 

〇 統合委員会意見 

  ・ 

  ・ 

  ・ 

資料２－１ 
令和５年８月２２日 

入間市教育委員会が考える新しい時代の学び舎のグランドデザイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地域とともにある学校 

○会議室（多目的室）の設置 

○体育館へのエアコンの設置 

①個別最適な学びと協働的な学びができる教室 

 〇教室等の広さ・形の工夫 

 ○大型モニターなどのＩＣＴ機器の充実 

②快適な生活空間 

〇トイレの洋式化   ○全教室へのエアコンの設置 

○バリアフリー化   ○木質化 

③地球環境に配慮した学校 

○太陽光発電など再生可能エネルギーの導入 

上記の①から③については、文部科学省の中学校整備指針、学校（教

職員）意見、バリアフリー法などの関係法令、先進市の事例や、設計

者からの提案によりグランドデザインの達成に向けた検討。 

上記の④に挙げるものに加え、統合委員会からの意見を踏まえた検討 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

～ 「新しい時代の学習環境の整備」と 

「地域とともにある学校」を目指して ～ 

安心・安全な教育環境  
未来を担う子どもたちの生命を

守り、健やかに成長できるよう、
すべての子どもたちが安心・安全
に生活できる教育環境を目指しま
す。 

入間市学校統合 入間市教育委員会〔令和４年８月〕 

柔軟で創造的な学習空間  
教室のみならず、学校施設全体

を学びの場として、多様な学びの
姿に対応できる空間を創造しま
す。 

健やかな学習・生活空間  
子どもたちの社会性・人間性を

育む場として、ゆとりと潤いのあ
る快適な空間を創造します。 

地域とともにある共創空間  
学校と地域や社会が連携・協働

できる場として、交流できる空間
を創造します。 

※ このグランドデザインは、入間市公共施設マネジメント事業計画に基づき、３０年間にわたって入間市立小・中学校を統合していくにあたり、
これからの学校に必要な設備や機能をまとめたものです。入間市教育委員会として、可能な限り実現できるよう努めてまいります。 

地球環境に配慮した教育環境  
２０５０年脱炭素社会の実現に

向けて、再生可能エネルギーの導
入を推進し、環境教育での活用や
地球温暖化対策に取り組みます。 

新しい時代の学び舎のイメージ 

新しい時代の学び舎に求められるもの 

【個別最適な学びと協働的な学びができる教室】 
 

多様な学習形態や、子どもたちの学び合いを進めるため、次の設備
等の整備を目指します。 

 
○ 教室等の広さ・形の工夫 
○ 大型モニターなどのＩＣＴ機器の充実 

【快適な生活空間】 
 

すべての子どもたちが快適に学校生活を送ることができるように
するため、次の設備等の整備を目指します。 

 
○ トイレの洋式化   ○ 全教室へのエアコンの設置 
○ バリアフリー化   ○ 木質化 

【地域とともにある学校】 
 

地域の人々が集う学校、また避難所としての防災機能を強化する
ため、次の設備等の整備を目指します。 

 
○ 会議室（多目的室）の設置 
○ 体育館へのエアコンの設置 

【地球環境に配慮した学校】 
 

環境負荷の少ない「人と環境が共生する“まち”」を次世代へつな
ぐため、次の設備等の整備を目指します。 

 
○ 太陽光発電など再生可能エネルギーの導入 
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３．その他（バスの時刻表の変更について） 

 

 ①現在のバスの運行状況（資料３－２参照） 

  野田中学校への通学 

  ・ 仏子駅発、西武ぶしニュータウン行きは、午前６時台、７時台、８時台は３

本のバスが運行している。 

  ・ 樋ノ上発、仏子駅行きは、午後３時台、午後５時台は２本、午後４時台、午

後６時台は３本のバスが運行している。 

  西武中学校への通学 

  ・ 西武ぶしニュータウン発、仏子駅行きは、午前６時台、７時台は３本、８時

台は２本のバスが運行している。 

  ・ 仏子駅発、西武ぶしニュータウン行きは、午後３時台、午後４時台は２本、

午後５時台、午後６時台は３本のバスが運行している。 

 

 ②バスの時刻表が変更される場合の状況（西武バス株式会社より） 

  ・ バスのダイヤ改正は、乗客の待機状況や、定期券の販売状況を基に検討が行

われる。 

  ・ 新型コロナウイルス感染症の影響で、乗務員の確保が難しくダイヤ改正が行

いにくい。 

  ・ 自治体からダイヤ改正の要望を受け、対応を行った事例はない。 

 

 ③考察 

・ 現在、通学には十分な本数のバスが運行していることがわかる。 

・ バスの増便は、乗客がバスに乗り切れない状況が生じるなど、実情に応じて

バス会社が検討するため、将来の乗客数増加予測をもとに、現段階でダイヤ改

正を要望（交渉）することは難しい。 

資料３－１ 
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①仏子駅

②仏子駅入口

⑪西武ぶしニュータウン

⑩ニュータウン北

⑨新光中央公園

⑧ぶしニュータウン南

⑦西武ぶしニュータウン入口

⑤下 郷

④中 橋

③中橋南

⑥樋ノ上

平日）①仏子駅

②仏子駅入口

③中橋南

６時 ０５分、３３分、５８分

７時 １４分、３３分、４８分

８時 １０分、３０分、５１分

１５時 １８分、４８分

１６時 １８分、５２分

１７時 １３分、３１分、５２分

１８時 １３分、３３分、４６分

平日）⑪西武ぶしニュータウン

⑩ニュータウン北

６時 １８分、４０分、５８分

７時 １２分、３２分、５２分

８時 １３分、３４分

平日）⑥樋ノ上 → ①仏子駅行き

６時 ２２分、４４分

７時 ０２分、１６分、３６分、５６分

８時 １７分、３８分

１５時 ０６分、３６分

１６時 ０６分、４１分、５８分

１７時 ２０分、４０分

１８時 ００分、２０分、３４分

平日）④中橋 → ⑪西武ぶしニュータウン行き

６時 ０６分、３４分、５９分

７時 １５分、３４分、４９分

８時 １１分、３１分、５２分

平日）⑤下郷 → ⑪西武ぶしニュータウン行き

６時 ０７分、３５分、

７時 ００分、１６分、３５分、５０分

８時 １２分、３２分、５３分

平日）⑨新光中央公園 → ①仏子駅行き

６時 １９分、４１分、５９分

７時 １３分、３３分、５３分

８時 １４分、３５分

平日）⑧ぶしニュータウン南 → ①仏子駅行き

６時 ２０分、４２分

７時 ００分、１４分、３４分、５４分

８時 １５分、３６分

平日）⑦西武ぶしニュータウン入口 → ①仏子駅行き

６時 ２１分、４３分

７時 ０１分、１５分、３５分、５５分

８時 １６分、３７分

野田中

西武中

資料３－２
令和５年８月２２日

西武バス停留所位置及び時刻表
※西武バス時刻表より転記 ２０２３年４月１日改正

→ ①仏子駅行き

→ ⑪西武ぶしニュータウン行き



３．その他（登校時間の変更について） 

 〇 現在の小・中学校の登校時間等の状況 

・ 市内小・中学校の登校時間については、学校指導目標の達成のためのカリキュラ

ムや、登校後の児童生徒の授業への頭の切り替え時間、体調の様子を見るための時

間など、工夫されており、各学校で時間が若干異なっています。 

・ 小・中学校とも、８時１５分から２０分頃登校を指導しており、８時から８時５

分ころに登校する児童生徒が多いようです。 

 

〇 児童生徒が中橋通りを通過する時刻の推定 

・ 現状の登校時間を基に試算すると、中学生が中橋通りを通過する時間は、徒歩の

生徒が７時５０分から５３分、自転車の生徒は７時５５分前後と８時前後と推定さ

れます。 

・ 西武小学校の児童は７時５３分から５７分前後に通過すると推定されます。 

・ ７時５５分頃に西武小学校の児童と西武中学校の生徒が中橋通りを同時に通行す

る可能性があります。 

 

表１ 中橋北交差点～小学校通学路右折地点までの推定通過時刻 

時 7          8           

分 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

小学生                      

中学生（徒歩）                      

中学生（自転車＋徒歩）                      

中学生（自転車）                      

※自転車＋徒歩は、アミーゴ西側駐輪場を利用するケースです。 

※小学生は 1km20分、中学生は 1km13分、自転車は 1km5分で積算しました。 

 

〇 登校時間の変更について 

・ 登校時間は、学校長の判断により登校時間等を決定することができます。 

ただし、学校指導目標の達成や、登校後の児童生徒の授業への頭の切り替え時間、

体調を整えるための時間など朝活動の時間が設けられています。 

また、通学区が拡大することによる各家庭から生徒を送り出す時間や、教職員の勤

務体制などへの影響も踏まえ決定していく必要があります。 

資料４ 
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３．その他について（高校生の電動キックボードの取扱いについて） 

 〇埼玉県教育委員会の対応 

埼玉県は、文部科学省からの通知を受け、令和５年７月３日付で埼玉県教育委

員会教育長名通知「特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の利用等に

ついて」を市教育委員会教育長、県立学校長、教育事務所長あて発出していま

す。この通知は、高校生の電動キックボード利用について、適切な指導等を依頼

するもので、主な内容は次のとおりです。 

・ 通行できる場所の区別や右折の方法、ヘルメット着用の努力義務等について、 

生徒の理解を深めるよう、交通安全教育を推進すること 

・ 埼玉県教育委員会では、免許が不要である電動キックボード等について、「自

動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に準じる規定等を設けないこと 

・ 各学校においては、生徒や学校の実情を踏まえ、通学での利用について適切

に対応をすること  など 

 

 〇市内高等学校の対応状況（R5.8.8確認） 

  ・埼玉県立豊岡高等学校 

回答：通学時の使用は認めていない。 

  ・埼玉県立向陽高等学校 

    回答：生徒からの相談はなく、検討はしていない。 

  ・学校法人盈
えい

進
しん

学園東野高等学校 

    回答：生徒からの相談はなく、検討はしていない。 

  ・武蔵野音楽大学附属高等学校 

    回答：通学時の使用は認めていない。 

 

 〇入間市内の電動キックボードナンバープレート登録状況（参考） 

  登録なし（令和５年８月８日現在） 

資料５―１ 
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３．その他（中橋通り歩道拡幅に関する必要項目及びスケジュールイメージ)

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
１
０
年
度

令
和
１
１
年
度

・地権者への打診（意向確認）

・地元の合意形成（区長会より要望書提出）

・事業化（予算化）

・地権者への個別説明

・土地買収契約等

・土地価格鑑定評価等

・境界確認立会い ・地積測量等

・必要な場合は、移転や除却工事

・道路工事

・新西武中学校開校

資料６
令和５年８月２２日

８月

４月

４月

・ 令和１１年４月の新西武中学校の開校に合わせた場合のスケジュールのイメージです。

・ 道路整備は、一般的に、下図の段階を経ながら進めていきます。

・ 土地所有者の方々に同意をいただき、さらに議会で承認をいただいてから、事業化できます。

・ 事業化から完成まで、少なくとも５年を要します。


